
年金支給 定年
昔の制度 ６０歳(誕生月) ６０歳(年度末)

↓ ↓ ↓
現在 引き上げ中 ６０歳(年度末)

↓ ↓ ↓
間もなく ６５歳(誕生月) 引き上げ開始

↓ ↓ ↓
将来 ６５歳(誕生月) ６５歳(年度末)

６１歳(年度末)

６２歳(年度末)

６３歳(年度末)

６４歳(年度末)

６５歳(年度末)

６０歳(年度末)

６１歳(年度末)

６２歳(年度末)

６３歳(年度末)

６４歳(年度末)

６５歳(年度末)

少し見にくいですが図にすると

1963年4月2日～1964年4月1日

1964年4月2日～1965年4月1日

1965年4月2日～1966年4月1日

1966年4月2日～1967年4月1日

1967年4月2日以降

２０２９～２０３０年度
２０３１年度以降

定年延長スケジュール

生年月日にあてはめると
1963年4月1日以前

※年度末まで働く場合の年金支給は退職後になります。

定年と年金の関係

２０２３～２０２４年度
２０２５～２０２６年度
２０２７～２０２８年度

'21年度 '22年度 '23年度 '24年度 '25年度 '26年度 '27年度 '28年度 '29年度 '30年度 '31年度 '32年度

(R3年度) (R4年度) (R5年度) (R6年度) (R7年度) (R8年度) (R9年度) (R10年度) (R11年度) (R12年度) (R13年度) (R14年度)

61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

61歳
定年

62歳 63歳 64歳 65歳

定年前短時間
再任用

61歳 62歳
定年

63歳 64歳 65歳

61歳 62歳
63歳
定年

64歳 65歳

61歳 62歳 63歳
64歳
定年

65歳

暫定再任用

61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
定年

1961年度（昭和36年度）

　1961年4月2日～1962年4月1日生

60歳
定年

対象生年月日

年度／定年年齢

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

1962年度（昭和37年度）　※60歳定年最終

　1962年4月2日～1963年4月1日生
59歳 60歳

定年
フルタイム再任用／短時間再任用

60歳

フルタイム再任用／短時間再任用

1964年度（昭和39年度）

　1964年4月2日～1965年4月1日生
57歳

定年前短時間再任用

60歳

暫定再任用

暫定再任用

1967年度（昭和42年度）以降

　1967年4月2日生～
54歳

1966年度（昭和41年度）

　1966年4月2日～1967年4月1日生

55歳

1965年度（昭和40年度）

　1965年4月2日～1966年4月1日生
56歳

定年前短時間再任用

60歳

1963年度（昭和38年度）

　1963年4月2日～1964年4月1日生
58歳

※暫定再任用：段階的な引上げ期間中は、定年から６５歳までの経過措置として現行と同様の制度（暫定再任用）が存置されます。

※年齢は当該年度の3月31日現在《定年年齢と対象生年月日》

定年前短時間再任用

60歳

定年前短時間再任用

60歳

暫定再任用

教
職
員
の
定
年
年
齢
を
現
在

の
原
則
60
歳
か
ら
65
歳
に
段

階
的
に
引
き
上
げ
る
「
改
定
地

方
公
務
員
法
」
が
昨
年
６
月
に

成
立
し
ま
し
た
。
年
金
制
度
の

改
悪
に
よ
り
、
年
金
支
給
が
原

則
65
歳
以
降
と
な
る
た
め
で
す
。

２
０
２
３
年
４
月
か
ら
定
年

年
齢
の
引
き
上
げ
を
ス
タ
ー
ト

す
る
た
め
に
は
、
大
阪
府
が
２

０
２
２
年
度
前
半
ま
で
に
条
例

化
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
が
、

現
在
具
体
的
な

提
案
は
行
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
。

任
用
制
度
は
？

国
家
公
務
員
の
場
合
、
フ
ル

タ
イ
ム
の
再
任
用
制
度
は
廃
止

さ
れ
ま
す
が
、
「
定
年
前
短
時

間
再
任
用
制
度
」
が
創
設
さ
れ

ま
す
。
大
阪
府
は
ど
う
す
る
の

で
し
ょ
う
。
「
定
年
前
短
時
間

再
任
用
職
員
」
を
定
数
に
含
め

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
学
校
現
場

に
ず
い
ぶ
ん
ゆ
と
り
が
生
ま
れ

る
の
で
す
が
。

給
与
は
？

国
家
公
務
員
の
場
合
、
給
与

は
60
歳
の
７
割
に
減
額
さ
れ
ま

す
が
、
大
阪
府
の
場
合
、
フ
ル

タ
イ
ム
再
任
用
職
員
並
み
に
も
っ

と
下
げ
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。
そ
も
そ
も
同
様
の
仕
事

を
さ
せ
な
が
ら
年
齢
を
理
由
と

し
て
賃
金
を
引
き
下
げ
る
の
は
、

職
務
給
の
原
則
に
も
反
し
道
理

が
あ
り
ま
せ
ん
。

退
職
手
当
は
？

国
家
公
務
員
の
場
合
、
60
歳

以
後
定
年
前
に
退
職
し
た
者
の

退
職
手
当
に
つ
い
て
、
当
分
の

間
、
「
定
年
扱
い
」
の
支
給
率

で
退
職
手
当
を
計
算
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
60
歳

以
後
の
退
職
手
当
の
基
本
額
は

７
割
に
下
げ
ら
れ
た
給
料
で
は

な
く
、
減
額
前
の
給
料
月
額
に

応
じ
た
期
間
を
考
慮
し
た
計
算

と
な
り
ま
す
。
大
阪
府
も
最
低

限
こ
れ
に
準
ず
る
べ
き
で
す
。
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給振口座を「ろうきん」にすると、コンビ

ニでの現金引出手数料が０円になります。

子どもと学校を追い詰める「学習指導要領」は抜本的見直し。｢ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ」「すくすくｳｫｯﾁ」は廃止。


